


別紙

点検及び評価に関する委員会の意見

教
育
委
員
会
の
開
催
状
況

○ 委員会の運営及び委員活動については、概ね良好に実施運営されている。

教
育
施
策
の
主
要
施
策
の
状
況

○ 基礎・基本の定着と活用力の育成

○ 学力向上プランの活用促進（R-P.D.C.A） 

○ いじめ・不登校児童生徒に対する取り組みの推進 

○ 公民館事業の推進及び活動の促進 

○ 人権・同和教育の推進 

○ 歴史民俗博物館、石炭資料展示場の充実・発展

取
組
・
事
業
の
状
況

○ 全国学力学習状況調査・福岡県学力調査を実施し、その結果を踏まえて、学力向上

検証委員会・学力向上推進委員会等を行い、各学校での課題や成果を見つけ、基礎・

基本の定着を図り、学力向上への取り組みを行っている。

○ 心の充実を図るため、中学校にスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ーを配置し、いじめ・不登校問題について取り組んでいる。また、中一ギャップの解

消につながるよう、中学校入学説明会の合同実施や体験授業を行った。

○ 子どもの読書を推進するため、各小学校の１年生に図書だより・図書室利用案内・

図書カード登録申込用紙を配付し、図書室の利用を促した。また、「お話の会」の開催

前にチラシの配布を徹底したことにより、参加者の増加につながった。

○ 各小学校と中学校の７ケ所で開催している人権問題地区学習会では、学校行事と連

携したことにより、地域の方々が児童・生徒と一緒に参加することができ、参加者の

増加につながっている。

○ 博物館では、６月に企画展「詩人・アーティスト詩太の作品展‐栞」を２週間開催

し、開催期間中で 446 人の来館者があった。今後も充実した企画展が開催できるよう

詳細な調査を行い、わかりやすい展示を心がけ、企画展に取り組んでいく。



別紙様式２

平成３０年度 教育委員会点検評価書

事業の区分 事業の内容及び状況並びに評価

教
育
委
員
会
の
開
催
状
況

【定例教育委員会】

【臨時教育委員会】

【総合教育会議】

開催回数  １１回   議案件数  ５８件

（議案内訳） 条例・規則等   ２件 、 予算案   ３件

       計画・方針等  １３件 、 人事案   ４件

教育委員会行事等  １２件 、教職員管理等   ９件

いじめ・不登校問題等   ３件 、 その他  １２件

平成３１年３月２５日（案件：人事案件についての審議）

平成３０年６月４日・平成３０年１１月１２日

（案件：豊翔館生徒募集停止・鞍手町の今後の教育行政）

教
育
施
策
の
主
要
施
策

①「確かな学力」の向

上

○ 音読や百マス計算など徹底的な反復学習を行い基礎学力の向上

や定着に取り組みを行ったり、毎朝マラソンを行い体力の向上に取

り組んだりするなど、各学校が特色を生かした教育活動を行ってい

る。 

○ 全国学力学習状況調査・福岡県学力調査を実施し、その結果を踏

まえて、学力向上検証委員会・学力向上推進委員会等を行い、各学

校での課題や成果を見つけ、学力向上への取り組みを行っている。

○ 小学校では、毎年指定される学校が研究発表を行うことで、児童

の基礎学力の向上及び教職員の資質向上の推進に貢献している。ま

た、小・中学校では２名の ALT による英語授業を行っており、児童

生徒の基礎学力の向上に繋がっている。 

②豊かな人間性の育

成

○ 町内全教職員を対象に、「特別の教科道徳」の指導方法や評価に

ついての夏季研修を行った。また、筑豊地区小学校道徳教育研究大

会を新延小学校で開催し、授業実践を通して指導方法や児童理解に

ついて深めた。 

○ 中学校と小学校２校において、地域の職業人を招き「キャリア教

育夢授業」を実施した。 



教
育
施
策
の
主
要
施
策

③ICT の活用等による

新たな学びの推進 

○ リース期間満了に伴う小学校のパソコン更新を次年度に実施で

きるよう予算を確保した。 

● プログラミング的思考能力の育成については、各学校での取り組

みにバラつきがある。 

④学校教育における

人権教育の推進

○ 各小中学校において、人権教育に対する教職員の認識・意欲の高

揚のため、年間を通じて研修会を実施するとともに、校外における

各種研究会への参加奨励を行っている。また、各小中学校で、各教

科・道徳・特別活動と関連付けながら人権学習の時間を設けている。

○ 町の実態をもとに地元教材づくりを進め、次年度発行ができるよ

う、授業実践とそれに基づいた改善を行っている。 

⑤特別支援教育の充

実

○ 特別支援学級に町費負担の支援員を配置しており、児童生徒の実

態に応じた学習支援が出来ている。 

○ 特別支援教育連携協議会において、保幼少の他、鞍手町保健師と

合同で就学前の児童の情報を交換・共有し、一貫した指導が出来る

ように協議会を実施した。 

○ 小竹町と鞍手町で通級指導教室を剣北小学校に設置し、自校通

級、巡回による指導により、よりきめ細やかな指導を行うことがで

きた。 

⑥生徒指導の充実 ○ 中一ギャップを少しでも解消できるよう、小中連携事業として中

学校の入学説明会の合同実施、体験授業を行った。また、小学校２

校が合同で修学旅行を実施した。 

○ 県が中学校に配置しているスクールカウンセラーが小学校も巡

回し、いじめ・不登校問題について取り組んでいる。 

○ 町単独でスクールソーシャルワーカーを配置し、いじめや不登

校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する子ど

もの支援に取り組んでいる。 



教
育
施
策
の
主
要
施
策

⑦健康・安全指導の充

実 

○ 各小中学校で体力向上プランを作成し、体力向上の取り組みを行

っている。また「１校１取組」を作成し、重点化した実践を行った。

○ 登下校時、児童生徒の安全確保のため青色パトロール活動を行っ

ている。また、PTA 連絡協議会からの要望に対し、県土整備事務所・

警察・行政・教育委員会・学校で現地を確認し、改善等の協議を行

っている。 

○ 古月小と新延小の危険ブロック塀の撤去を行った。 

● 要望があったものについて、設置条件や用地買収等を伴うものが

あり、改善できていないところがある。 

⑧教職員の研修活動

促進と資質の向上

○ 各小中学校において、新学習指導要領の趣旨について校内研修会

を行い、周知徹底を図った。 

○ 各小中学校で研究テーマを設定し、職員一人ひとりが公開授業を

行うなど、共同研究を実施している。 

○ 小中学校共通の取り組みを確認するため、夏季休業中に小中学校

合同研修会を実施した。また、町内２校（古月小・新延小）で授業

を公開し、小学校・中学校での指導のあり方について交流を深めた。

⑨教職員の職務遂行

と服務の厳正

○ 校内研修や県教育委員会の研修会に積極的な参加を促し、飲酒運

転、わいせつ行為、政治的行為、個人情報の適切な取り扱い、その

他信用失墜行為など、綱紀の厳正な保持について取組を行ってい

る。また、各学校において、管理職により日常的に綱紀の厳正な保

持についての指導が行われている。 

⑩教育諸条件の整備

充実

○ 小学校のエアコン設置に向け、空調設備工事実施設計を実施し

た。また、古月小・新延小・室木小の屋上防水工事を行った。その

他、各学校の緊急的な修繕工事などを施工したことにより、学習環

境の整備が図られた。 



教
育
施
策
の
主
要
施
策

⑪学校給食の衛生管

理と指導の徹底 

○ 平成２９年度に民間委託導入検討委員会を開催し、一部民間委託

が提言されたため、平成３０年度から調理・配送業務の民間委託を

実施し、学校給食を安全で安定的に提供する体制を確立した。 

⑫学校と地域の 連

携・協働

○ 各小中学校に地域の代表者による学校関係者評価委員会を設置

し、学校評価の客観性・透明性を図り、より良い学校運営を目指し

ている。 

⑬社会教育振興のた

めの諸機関の完全

機能化

○ 啓発活動や講演会などを実施し、男女共同参画社会の実現に向け

積極的に取り組みを行うことができた。 

○ 土曜学習として、昨年同様、地域のボランティアの協力を得なが

ら、自学自習の「くらて寺子屋」を年間２０回実施した。 

○ 学校・家庭・地域との連携のために、様々な機会を捉え、広報活

動を行っている。そのため、学校・家庭・地域との連携は徐々に取

れている。 

● 中央公民館、体育施設などの公共施設は老朽化が進んでいるが、

厳しい財政事情の中、なかなか環境の改善に至っていない。修繕、

改修工事箇所の優先順位を検討し、順次、利用環境の改善に努める。

⑭生涯学習まちづく

りの推進

○ 子どもの読書を推進するため、各小学校１年生に図書だより、図

書室利用案内、図書カード登録申込用紙を配布し、図書室の利用を

促した。「お話の会」前に、チラシの配布を徹底したことにより、

参加者が徐々に増加している。 

● 子どもの図書室、図書コーナーの環境整備をすすめ、利用者・貸

出冊数増加に努めたが、悪天候などの要因もあり、少し減少傾向に

ある。 

⑮青少年の健全育成 ○ 青少年の健全育成に向け、地域と連携しながら、青色回転灯防犯

パトロール活動や青少年健全育成講演会の開催等の事業を実施し

た。 

○ 地域の子どもの教育力向上、及び健全育成のため、子ども会と保

護者が一体となった自主的な活動を行うことにより、その効果が

徐々に表れた。 

○ 「子どもフェスタくらて」を実施する際に、各小学校区より３０

名の実行委員が１０回の実行委員会を開催し、さまざまな体験型イ

ベントを計画・実施した。 



教
育
施
策
の
主
要
施
策

⑯生涯スポーツの振

興 

○ インターネットによる施設予約により、住民サービスの向上につ

ながった。 

● 町体育協会は、１０団体５７９名が会員として活動しているが、

団体によっては会員減少により活動の低迷が見られる。また、町民

体育祭を開催してきたが、昨今出場者が減少傾向にあり、実施内容

について今後検討が必要である。 

● 町民一人ひとりがスポーツに親しみ、健康で楽しく暮らしていけ

るような施設の提供及び管理運営に努めているが、各施設の老朽化

が進み、一部修繕、改修工事が必要な箇所が多く見られるため、今

後も計画的な修繕工事が必要である。 

⑰豊かな文化的環境

づくり

○ 町美術協会の創立６０周年記念事業（プロレス興行、記念冊子）

を行った。プロレス興行は、開催日時を日曜日の昼からにしたこと

で、想定を大きく上回る来客数となった。公民館まつり（演技の部）

の課題である来客者増の方法として、今後は開催日等を工夫する。

○ 文化財を紹介する解説板を計画的に修理・新設し、文化財保護活

用に努めた。 

○ 地域の祭り・行事の調査、記録保存（撮影）を積極的に行い、保

存に関わる町民の意識が高まるように努めた。また、祭りの用具等

の整備に関して各種補助を行った。 

○ 博物館では、企画展「詩太さんの絵画展」を開催し、展示内容の

充実に努め、来館者の増加につなげた。 

⑱社会教育における

人権・同和教育の推

進

○ 町内の各小学校と中学校の合計７ケ所で人権問題地区学習会を

開催した。学校行事と連携したことにより、地域の方々が児童・生

徒と一緒に受けることができる講座の開設となり、参加者の大幅な

増につながった。 

○ 小中学生を対象とした人権子ども会を実施し、学習や体験活動を

通して、人権啓発の取り組みを充実させることができた。今後も継

続していく。 

● 人権問題地区学習会には、児童生徒に加え、保護者の参加があり

成果をあげているが、毎年５・６月の人権教育学級、７月の同和問

題啓発強調月間・１２月の人権週間の集い講演会についての参加者

は各自治区の代表者が多く、参加者が固定化傾向にある。 



取
組
・
事
業
の
状
況

主な実施事業 関係総予算額 評     価 

 千円

基礎学力実態調 

（小・中） 
８２０

基礎学力実態調査を行い、児童生徒の学力の状況を把

握し、教育指導や学習状況の改善等に役立てている。

国際理解教育（ALT の

雇用） 
９，８０２

昨年に引き続き ALT を２名配置し、小中学生が英語に

触れ合う機会を増やし、英語教育を推進している。 

学習アシスタント 

（各学校 2回×35週）
５５８

学習アシスタントを各学校へ派遣し基礎学力の向上

個々に応じた学習指導の充実を図った。

図書購入（小・中） ３，３２７
図書充足率１００％を目指して、学校図書の整備を図

ることができた。

特別支援員

（なかよし学級補佐）
１６，９０４

小学校６校に１１名、中学校に３名の特別支援員を配

置し、支援を要する複数の児童生徒に対し、教育的効

果を上げた。

スクールソーシャル

ワーカー派遣
３，１２０

いじめや不登校、虐待、貧困など学校や日常生活に

おける問題に直面する子どもを支援するスクール

ソーシャルワーカーの配置を行った。

児童生徒の安全確保 ９，６１２ 古月小・新延小の危険ブロック塀撤去を行った。

小学校教育施設工事 ２５，９６３
古月小・新延小・室木小学校の屋上防水改修工事を行

った。

小学校伐木 ７６１ 剣南小・剣北小学校の伐木を行った。

学校教育施設営繕 

（小・中・高）
９，９９８

小学校６校、中学校、豊翔館の施設の修繕を行うこと

により、施設環境の整備に努めた。

学校教育施設

除草業務委託
１８，７２４ 小・中・豊翔館の除草業務等の業務委託を行った。



取
組
・
事
業
の
状
況

給食調理配送業務 ２９，５３３ 学校給食の調理・配送業務の外部委託を行った。 

社会教育施設修繕、 

改修工事 
５４，７２０

中央公民館のエレベーター改修工事、体育館・グラウ

ンド・テニスコート等の LED 照明化工事を行った。 

施設管理委託 ２０，４５９

体育施設・公民館施設・文化財・博物館などの、持管

理について適切な業務委託契約を締結し施設管理を

行っている。

青少年育成町民会議

補助 
１,０４０

地域と学校が連携して行う活動である。今後も継続活

動を行う必要がある。

子ども会育成補助 １６０

子ども会連絡協議会が主体となって、地域の子ども会

活動の指導を行っているが、子どもが年々減少してい

る中、時代に対応した子ども会活動を支援していくこ

とが必要である。

子どもフェスタ ２３

子ども達が主体となって企画・運営を行うことで、一

人ひとりの個性が発揮でき、同世代の仲間との絆が深

まるなど、青少年の健全育成につながっている。

スポーツ推進委員 ３６０

スポーツ推進委員は各体育行事の普及活動に尽力し

ていただいており、町民の健康増進の観点から不可欠

な存在である。

町体育協会補助 ９１１
町体育協会は町内で活躍するスポーツ団体に支援を

行っており、今後においても必要である。

少年スポーツ育成

補助
７３０

町の少年スポーツ団体が九州大会以上に出場する場

合、助成金の交付を行っている。

文化連盟育成補助 ４００
文化連盟の活動に対する補助を行っているが、会員の

高齢化が進んでおり、後継者等の確保が必要である。

自治公民館育成補助 ７０７
各自治公民館の活動に対し、補助金の交付による支援

を行っている。

文化財保護団体助成 １４４

地域の歴史遺産や伝統芸能を継承する上で、文化財保

護団体は重要な役割を持っているため、各団体に補助

金を交付し、文化財保護活動を支援することで文化財

保護につなげている。
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人権・同和問題担当者

啓発冊子・研修会講師

謝金等 

１，３０４

同和問題をはじめとしたあらゆる差別を根絶するた

め、人権問題地区学習会を開催した。今年度も学校行

事と連携することで参加者の増加につながった。

少年期啓発の人権・体

験学習活動講師謝金

等 

８１０

人権子ども会において、異年齢の子ども同士が人権学

習活動、体験学習活動を通して少年期からの人権意識

を高めることができた。


